ホストファミリーボランティア登録申込書（要項第６条関係）
様式第２号


　記入日：　　　　年　　　月　　　日 
【応募条件】下記条件に同意いただけない場合、申込みをお断りすることがあります。
1 無償で交流していただける方
2 ご家族で交流していただける方
3 国籍を問わず受け入れていただける方　※受入れ学生の国籍、言語の指定はできません。
4 学生の居住地またはご自宅最寄り駅まで送迎していただける方
5 （申込者が外国出身の場合）秋田県内在住歴が２年以上あり、日本語が堪能で留学生に日本の家庭や文化を体験させることができる方

記入いただいた内容をもとに留学生をご紹介します。各項目は、なるべく漏れなくご記入ください。
	ふりがな
	
	生年月日
	19　　年　　月　　日

	申込者氏名
	
	
	（　　　　歳）

	住所
	〒　　　　-　　　　　　　

	性別
	男　　・　　女

	
	
最寄り駅　　　　　　　　　線　　　　　　駅
ご自宅から駅までの所要時間　　　　　　　分
（徒歩・バス・その他：　　　　　　　　　　）
	職業
	

	電話
	自宅
	
	連絡先を留学生に伝えてもよろしいですか？
□可　　　□不可

	
	携帯
	
	□可　　　□不可

	E-mail
	携帯
	
※[aiahome.or.jp]からのメール受信許可設定をお願いします。
	□可　　　□不可

	
	パソコン
	
	□可　　　□不可

	申込者が外国出身の場合
	秋田県内在住歴　（　　　　）年　　　出身国（　　　　　　　　　）

	日中の連絡先
（複数回答可）
	□電話（自宅）　□電話（携帯）　□FAX　□E-mail（携帯）　□E-mail（パソコン）

	連絡文書の送付先
（複数回答可）
	□自宅（郵送）　　　□FAX　　　□E-mail（パソコン）
※留学生からの申込内容などをお送りします。必ず１つ以上お選びください。

	受入条件など
	1回の受入
可能期間
	□1日未満（宿泊を伴わない訪問、一緒に外出等）　　　□1～3日　　　□1～2週間
□長期（　　　週間程度）　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	短期留学生等の受け入れ
	□不可　　　□可（日本滞在期間不問）　　□可（日本滞在期間1ヶ月以上）

	
	受入可能人数
	□1人　　　□2人　　　□3人　　　□4人以上(　 　人位迄)
※2人以上と回答いただいた場合、同時又は追加での複数名留学生の受入れをお願いすることがあります。

	
	交流しやすい曜日
	□いつでも　　□月　　□火　　□水　　□木　　□金　　□土　　□日　　□祝日

	
	日本語を話せない留学生
	□受け入れ不可　　□受け入れ可　　□（　　　　　　）語が話せれば受け入れ可

	家族構成（申込者を除く）

	氏名 (ふりがな)　※ふりがなは忘れずに！
	続柄
	性別
	年齢
	職業/学年、趣味など

	
	
	男・女
	
	

	
	
	男・女
	
	

	
	
	男・女
	
	

	
	
	男・女
	
	

	
	
	男・女
	
	

	ご家族に外国語を
話せる方
	□いない　□いる
	（　　　　　　）語　　□少しわかる　□日常会話程度　□堪能
（　　　　　　）語　　□少しわかる　□日常会話程度　□堪能


	ペット
	□なし　　□あり
	※「あり」の場合
　種類：　　　　　　　　　　飼育場所：□室内　□屋外

	外国の方との交流、ホストファミリーのご経験
	□なし　　□あり
	交流内容・団体（プログラム）名・期間・人数など

	交流する留学生について
	留学生と一緒にしたいこと、できること
	□家に招いて交流　（宿泊：□可　□不可）
□秋田のお祭りやイベントへの参加
□県内観光
□日本文化の紹介
　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□料理
　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□その他
　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	性別の希望
	□男性　　　□女性　　　　□どちらでも可

	
	自宅での喫煙
	□可　　　　□不可　　　　□（庭やベランダなど）外で吸うなら可　　　　　

	
	食事制限（宗教や身体的理由等）のある学生の受け入れ
	□可　　　　□不可　　　　□場合によっては可（　　　　　　　　　　　　　　）

	留学生へのメッセージ（ご家族の紹介、趣味や興味のあること等）
※必ずご記入ください
	

	その他ご要望、伝えておきたい取り決め等*お預 (あず)かりした個 (こ)人 (じん)情 (じょう)報 (ほう)は、当 (とう)協 (きょう)会 (かい)が責 (せき)任 (にん)を持 (も)って管 (かん)理 (り)し、業 (ぎょう)務 (む)連 (れん)絡 (らく)・案 (あん)内 (ない)送 (そう)付 (ふ)の目 (もく)的 (てき)にのみ使 (し)用 (よう)します。
*交 (こう)流 (りゅう)時 (じ)における当 (とう)事 (じ)者 (しゃ)同 (どう)士 (し)のトラブル（物 (ぶっ)損 (そん)など）に関 (かん)してAIAは一 (いっ)切 (さい)の責 (せき)任 (にん)を負 (お)いかねますのでご了 (りょう)承 (しょう)ください。

	








